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外
国
人
技
能
実
習
生
の
失
踪
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
国
人
技
能
実
習
制
度
に
よ
り
来
日
し
た
実
習
生
の
失
踪
が
相
次
い
で
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
は
四
千
八
百
五
十
一
人

が
行
方
不
明
と
な
り
、
過
去
最
多
を
更
新
し
ま
し
た
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
い
わ
ゆ
る
上
陸
基
準
省
令
）
で
は
、
行
方

不
明
者
を
多
発
さ
せ
た
監
理
団
体
又
は
実
習
実
施
機
関
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
が
な
い
場
合
を
除
き
、
「
不
正
行

為
」
と
し
て
、
実
習
生
の
新
規
受
入
れ
を
一
定
期
間
停
止
す
る
措
置
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
行
方
不
明
の
実
習
生
か
ら
は
、
通
常
、
失
踪
理
由
等
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
者
に
対
す
る
調

査
で
は
、
監
理
団
体
又
は
実
習
実
施
機
関
の
帰
責
性
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
実
際
、
過
去
五
年
間
受
入

れ
停
止
と
な
っ
た
監
理
団
体
及
び
実
習
実
施
機
関
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
で
は
、
実
習
生
を
劣
悪
な
環
境
で
働
か
せ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
失
踪
者
を
多
発
さ
せ
て
い
る
監
理
団
体
又
は
実
習
実

施
機
関
の
摘
発
は
で
き
ず
、
事
実
上
、
現
行
規
定
が
空
文
化
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
外
国
人
技
能
実
習
制
度
自
体
が
、
米
国
国
務
省
の
人
身
売
買
報
告
書
で
数
度
に
わ
た
り
、
強
制
労
働
だ
と
の
指

摘
を
受
け
て
い
る
問
題
の
大
き
い
制
度
で
あ
り
ま
す
。

一



以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
し
ま
す
。

一

失
踪
者
が
一
定
数
に
達
し
た
監
理
団
体
及
び
実
習
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
失
踪
し
た
実
習
生
か
ら
の
聴
取
を
行
う
こ
と

な
く
受
入
れ
停
止
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

二

外
国
人
技
能
実
習
制
度
が
強
制
労
働
と
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
事
実
を
重
く
受
け
止
め
、
制
度
の
廃
止
を
含
め
た
抜
本
的

な
見
直
し
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
現
在
、
国
会
に
提
出
し
て
い
る
法
案
に
つ
い
て
は
撤
回
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
が
、
政
府

の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。

二


